
開催セミナーのご案内 

●消費税増税セミナー●  

平成３０年９月２０日(木)    ◎軽減税率制度の概要  ◎インボイス制度への対応  

講師：税理士 鈴木 大滋  税理士 鹿住 拓郎 

会場：パートナーズ PLAZA内  時間 15：30～17：00  受講料：無料  定員：20名  

お問い合わせ：0258-36-2685 

※内容のご質問等については、TEL 0258-36-2685  担当 稲田・磯部 まで 

※配信中止等のお問い合わせは、ホームページ http://www.3d-m.jp/n_contents/stopform.html からお願いします。 
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単年度（繰越欠損金控除前） 

黒字申告割合 

６年連続で５０％を上回っています。 

（前年対比＋０．８ﾎﾟｲﾝﾄ） 
 

平成 28年度 

  

％ 

平成３０年３月 国税庁 平成 28 年度分会社標本調査より 
高松国税局 

出典の表記に誤りがありましたので、 

訂正とお詫びを申し上げます。平成 31 年 4 月 9 日 
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　繰越欠損金控除前の黒字申告割合とは、過年度から繰り越された欠損金等を控除する前の所得金額が黒字法人の割合を示します。

　この標本調査は平成３０年３月に発表された平成２８年度分の法人約２６７万社についての調査結果報告です。　対象事業年度は平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの間に終了した事業年度です。

　資本金別申告所得金額の割合を比べるとＨ２８年度は資本金１億円超の法人が６２．５％を占めており、１億円以下の法人が３７．５％となっています。　Ｈ２７年度は１億円超の法人が６４．０％、１億円以下の法人が３６．０％となっており、１億円以下の法人の申告所得金額が１．５ポイント伸びています。

　国税庁から発表される利益計上法人は繰越欠損金控除後の黒字企業のことです。　平成２８年度は３６．５％となっており、平成２２年以降６年連続で増えています。　繰越欠損金控除後の黒字企業割合の数字が報道されますが、実は単年度の黒字企業割合は６０％近い数字となっています。

６年連続で５０％を上回っています。平成２３年度は５１．３％、２４年度は５３．２％、２５年度は５５．０％、２６年度は５６．３％、２７年度は５６．２％、２８年度は５７．０％となっています。




